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法
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複
合
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利
用
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非
課
税
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定
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課
題

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

固
定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
の
保
有
と
市
町
村
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
の
間
に
あ
る
応
益
関
係
に
着
目
し
て
、
土
地
、
家
屋
及
び
償

却
資
産
の
価
格
を
課
税
標
準
と
し
て
課
す
る
応
益
税
で
あ
る
。
地
域
偏
在
性
が
小
さ
く
安
定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る

税
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
固
定
資
産
税
の
税
収
は
、
市
町
村
の
基
幹
税
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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地
方
税
法
は
、
一
定
の
公
共
性
、
公
益
性
の
強
い
法
人
（
宗
教
法
人
、
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
公
益
社
団
法

人
な
ど
）
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
、
そ
の
他
公
共
性
、
ま
た
は
公
益
性
の
強
い
一
定
の
固
定
資
産
を
固

定
資
産
税
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
（
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
各
号
））

1
（

。
地
方
税
法
は
、
特
定
の
者
又
は
物
等
に
対
し
て
地
方
団

体
が
課
税
す
る
こ
と
を
禁
止
又
は
軽
減
し
、
あ
る
い
は
地
方
団
体
の
判
断
で
税
負
担
を
免
除
又
は
軽
減
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
地
方
団
体
の
自
治
権
の
一
環
と
し
て
、
地
方
団
体
に
固
有
の
課
税
権
に
基
づ
い
て
い
る）

2
（

。
し
か
し
、
非
課
税
は
全
国
一
律

に
適
用
さ
れ
、
地
方
団
体
に
裁
量
の
余
地
は
な
い
。

　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
は
、「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物

及
び
境
内
地
」
に
対
し
て
は
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、
宗
教
法
人
が
収
益
事
業
を
行
う
こ
と

も
近
年
増
え
て
お
り
、
ペ
ッ
ト
供
養
を
行
う
寺
院
を
は
じ
め
、
都
心
で
は
、
高
層
ホ
テ
ル
等
を
併
設
す
る
宗
教
法
人
も
増
え
て
き
た
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
宗
教
法
人
の
土
地
の
複
合
的
利
用
と
固
定
資
産
税
の
非
課
税
規
定
の
法
的
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と

し
た
い）

3
（

。
ま
ず
、
固
定
資
産
税
の
性
質
に
つ
い
て
概
観
し
（
Ⅱ
）、
次
に
、
宗
教
法
人
法
と
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
す
る
（
Ⅲ
）。
第
三
に
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
要
件
該
当
性
を
検
討
し
（
Ⅳ
）、
第
四
に
、
非
課

税
規
定
の
要
件
該
当
性
に
関
す
る
判
断
基
準
を
検
討
し
（
Ⅴ
）、
最
後
に
、
宗
教
法
人
の
土
地
の
複
合
的
利
用
と
非
課
税
規
定
の
問

題
を
検
討
す
る
（
Ⅵ
）。Ⅱ　

固
定
資
産
税
の
性
質

1　

地
方
団
体
の
課
税
権
と
固
定
資
産
税
の
負
担
軽
減
措
置

　

地
方
団
体
の
課
税
権
は
、
地
方
自
治
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
地
方
団
体
の
自
治
権
の
一
環
と
し
て
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
に
地
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方
団
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る）

（
（

。
こ
の
考
え
に
よ
る
と
、
地
方
団
体
は
、
憲
法
上
は
、
い
か
な
る
租
税
を
い
か
な
る
課
税
要
件
の
も
と

に
賦
課
・
徴
収
す
る
か
を
自
主
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る）

5
（

。
わ
が
国
の
地
方
税
法
は
、
特
定
の
者
又
は
物
等
に
対
し
て
地
方
団

体
が
課
税
す
る
こ
と
を
禁
止
又
は
軽
減
し
、
あ
る
い
は
地
方
団
体
の
判
断
で
税
負
担
を
免
除
又
は
軽
減
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
地
方
団
体
の
自
治
権
の
一
環
と
し
て
、
地
方
団
体
に
固
有
の
課
税
権
に
基
づ
い
て
い
る）

（
（

。

　

他
方
、
地
方
団
体
の
課
税
権
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
地
方
自
治
法
二
二
三
条
及
び
地
方
税
法
二
条
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る）

（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
憲
法
の
地
方
自
治
の
保
障
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る）

8
（

。

　

課
税
自
主
権
と
は
、
地
方
団
体
が
地
方
税
の
税
目
や
税
率
設
定
な
ど
に
つ
い
て
自
主
的
に
決
定
し
、
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
課
税
自
主
権
は
地
方
団
体
が
国
の
関
与
を
受
け
ず
に
税
目
や
税
率
な
ど
の
課
税
要
件
を
決
定
で
き
る
権
利

で
あ
る
。
課
税
自
主
権
は
、
地
方
分
権
を
進
め
る
観
点
か
ら
重
要
で
あ
り
、
地
方
団
体
が
制
度
を
活
用
し
や
す
い
よ
う
見
直
し
を
行

い
、
拡
充
が
図
ら
れ
て
き
た
。

　

地
方
税
法
は
、
固
定
資
産
税
の
負
担
軽
減
措
置
と
し
て
非
課
税
、
減
免
、
課
税
免
除
、
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

地
方
団
体
は
減
免
や
不
均
一
課
税
な
ど
、
課
税
自
主
権
の
活
用
に
よ
り
、
一
定
の
政
策
目
的
を
果
た
す
た
め
に
、
住
民
の
税
負
担
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
消
失
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る）

9
（

。

2　

固
定
資
産
税
の
非
課
税
規
定
の
特
徴

　

地
方
税
法
は
、
原
則
と
し
て
固
定
資
産
の
所
有
者
に
つ
い
て
課
税
要
件
が
充
足
し
、
納
税
義
務
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
、
非
課
税
規

定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、「
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非
課
税
と
は
、
納
税
義

務
を
成
立
さ
せ
な
い
と
い
う
効
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
れ
は
、
い
っ
た
ん
発
生
し
た
納
税
義
務
を
免
れ
さ
せ
る
減
免
と
は
区
別
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さ
れ
る）

（（
（

。

　

地
方
税
法
は
、
地
方
団
体
が
課
税
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
課
税
に
つ
い
て
の
定
め
を
お
い
て
い
る
。
非
課
税
規
定
は
全
国
一
律

に
適
用
さ
れ
、
地
方
団
体
に
裁
量
の
余
地
は
な
い
た
め
、
非
課
税
措
置
は
地
方
団
体
の
課
税
権
を
制
限
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る）

（1
（

。

　

固
定
資
産
税
の
非
課
税
に
は
所
有
者
の
性
格
に
着
目
し
た
人
的
非
課
税
と
、
固
定
資
産
の
用
途
、
性
格
に
着
目
し
た
物
的
非
課
税

が
あ
る
。

　

人
的
非
課
税
は
所
有
者
の
公
的
な
性
格
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
区
、
こ
れ
ら
の
組
合
、
財

産
区
及
び
合
併
特
例
区
に
対
し
て
、
固
定
資
産
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
（
地
方
税
法
三
四
八
条
一
項
）。
た
だ
し
、
国
や
地
方
団

体
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
所
有
す
る
固
定
資
産
が
私
人
の
そ
れ
と
同
様
の
状
態
で
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
非
課
税
と
す
る
こ
と
は
不

合
理
で
あ
る
の
で
、
当
該
固
定
資
産
を
所
有
す
る
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
所
在
地
の
団
体
に
対
し
て
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

物
的
非
課
税
は
、
固
定
資
産
の
所
有
者
で
は
な
く
、
そ
の
固
定
資
産
税
の
用
途
、
性
格
に
着
目
し
て
固
定
資
産
税
を
非
課
税
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
物
的
非
課
税
と
し
て
、
国
や
地
方
団
体
等
が
公
用
ま
た
は
公
共
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
、
一
定
の
公
共
性
、
公

益
性
の
強
い
法
人
（
宗
教
法
人
、
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
公
益
社
団
法
人
な
ど
）
が
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に

供
す
る
固
定
資
産
、
そ
の
他
公
共
性
、
ま
た
は
公
益
性
の
強
い
一
定
の
固
定
資
産
は
固
定
資
産
税
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る）

（1
（

（
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
各
号
）。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
非
課
税
規
定
に
該
当
す
る
固
定
資
産
は
、
そ
れ
が
誰
の
所
有
に
属
す
る
か
を
問
わ
ず
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
使

用
者
の
所
有
に
属
す
る
か
そ
れ
と
も
他
の
者
の
所
有
に
属
す
る
か
を
問
わ
ず
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
他
の
者
か

ら
有
料
で
借
り
受
け
て
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
所
有
者
に
対
し
て
固
定
資
産
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
地
方
税
法
三
四
八

条
二
項
但
書
）。
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一
定
の
公
共
性
、
公
益
性
の
強
い
法
人
と
し
て
、
宗
教
法
人
が
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
は
非
課
税
と
さ
れ
る

が
、
宗
教
法
人
へ
の
優
遇
措
置
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
意
味
で
の
憲
法
八
九
条
前
段
に
お
け
る
「
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体

の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
」
の
公
金
の
支
出
に
該
当
す
る
問
題
で
あ
り
、
憲
法
上
疑
義
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

他
方
で
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
課
税
上
の
優
遇
措
置
は
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
宗
教
法
人
は
公
益
法
人

と
は
異
な
り
、
信
者
の
獲
得
、
信
者
か
ら
の
寄
附
等
に
よ
る
財
源
で
行
う
私
的
な
宗
教
活
動
の
拡
大
な
ど
、
あ
く
ま
で
も
自
己
が
掲

げ
る
宗
教
的
利
益
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
益
法
人
以
上
に
非
課
税
の
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
に
乏
し
い
と
の
批

判
も
あ
る）

（1
（

。

3　

固
定
資
産
税
の
性
格

　

固
定
資
産
税
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
収
益
税
説
、
財
産
税
説
、
収
益
的
財
産
税
説
の
三
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
財
産
税
は
財
産
の

所
有
と
い
う
事
実
に
着
目
し
て
課
さ
れ
る
租
税
で
、
課
税
の
対
象
と
さ
れ
る
財
産
の
範
囲
に
よ
っ
て
、
一
般
財
産
税
と
個
別
財
産
税

に
分
類
さ
れ
る）

（1
（

。

　

固
定
資
産
税
の
前
身
で
あ
る
地
租
と
家
屋
税
は
、
土
地
・
家
屋
の
賃
貸
価
格
を
課
税
標
準
と
し
て
い
た
た
め
、
明
確
に
収
益
税
と

し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

　

固
定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
を
課
税
客
体
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
固
定
資
産
の
価
格
（
地
方
税

法
三
四
九
条
一
項
・
二
項
）
で
あ
り
適
正
な
時
価
（
地
方
税
法
三
四
一
条
五
号
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
居
住
用
財
産
・
空
地
・
空

家
等
の
非
収
益
的
資
産
に
対
し
て
も
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
赤
字
企
業
の
資
産
に
も
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
市
街
化
区
域
農
地

が
土
地
の
資
産
価
値
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
応
益
的
性
格
を
有
す
る
税
で
あ
る）

（1
（

と
さ
れ
る）

（1
（

。
現
実
の
収
益
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
の
所
有
の
事
実
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
固
定
資
産
税
の
法
的
性
格
は
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基
本
的
に
は
財
産
税
で
あ
る
と
い
え
よ
う）

（1
（

。

　

固
定
資
産
税
を
財
産
税
と
分
類
す
る
場
合
、
実
質
的
財
産
税
で
は
な
く
名
目
的
財
産
税
で
あ
り
、
固
定
資
産
の
所
有
と
い
う
事
実

に
よ
っ
て
推
認
さ
れ
る
収
益
力
を
財
産
課
税
の
形
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
収
益
的
財
産
税
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
る）

1（
）（
11
（

。

　

固
定
資
産
税
を
収
益
的
財
産
税
と
考
え
る
こ
と
に
は
一
理
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
財
産
税
の
本
質
は
、
名
目
的
財
産
税
で
あ
っ
て
実

質
的
財
産
税
で
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
固
定
資
産
税
の
課
税
に
あ
た
っ
て
は
、
不
動
産
登
記
の
よ
う
な
対
外

的
権
限
性
を
重
視
し
た
課
税
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）

11
（

。
地
方
税
法
は
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
台
帳
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、

ま
た
、
賦
課
期
日
課
税
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
固
定
資
産
税
の
非
課
税
に
つ
い
て
は
外
観
か
ら
は
容
易
に
判
断
し
に
く
い
こ

と
か
ら
、
市
町
村
長
は
、
申
告
に
よ
っ
て
、
非
課
税
に
か
か
る
情
報
を
得
て
い
る）

11
（

。

Ⅲ　

宗
教
法
人
法
と
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号

1　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
沿
革

　

宗
教
法
人
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
非
課
税
規
定
の
沿
革
は
、
江
戸
時
代
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
領
主
は
、
基
本
的
に
自
分
の

領
地
の
す
べ
て
の
土
地
を
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
例
え
ば
、
寺
社
領
の
朱
印
地
・
除
地
に
は
、
基
本
的
に
領
主
は
年

貢
を
課
税
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
寺
社
の
境
内
地
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
治
時
代
、
社
寺
境
内
地
は
も
と
も
と
国
有
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
地
租
改
正
時
に
官
有
地
へ
編
入
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る）

11
（

。

　

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
く
税
制
改
正
に
伴
い
、
昭
和
二
五
年
、
新
た
に
地
方
税
法
が
制
定
さ
れ
、
地
租
は
廃
止
さ
れ
、
固
定
資
産

税
へ
と
改
組
さ
れ
た）

11
（

。「
宗
教
法
人
が
そ
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
そ
の
境
内
地
又
は
構
内
地
」
に
か
か
る
固
定
資
産
税
が
非
課
税

と
さ
れ
た
（
旧
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
二
号
地
方
税
法
昭
和
二
五
年
七
月
法
第
二
二
六
号
））

11
（

。
そ
の
後
、
宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
六
年
）
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に
よ
る
変
更
を
経
て
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
に
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
は
、

「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
」
に
対
し
て
は
固
定
資
産

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、
改
正
前
は
「
宗
教
法
人
が
そ
の
用
に
供
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。「
専

ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
改
正
前
に
比
べ
非
課
税
の
範
囲
は
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

2　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
趣
旨
と
担
税
力

　

東
京
高
裁
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、「
地
方
税
法
三
四
二
条
に
規
定
す
る
固
定
資
産
税
は
、
土
地
、

家
屋
等
の
資
産
価
値
に
注
目
し
、
そ
の
所
有
と
い
う
事
実
に
担
税
力
を
認
め
て
課
す
る
一
種
の
財
産
税
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
昭
和

四
七
年
一
月
二
五
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
六
巻
一
号
一
頁
、
最
高
裁
昭
和
五
九
年
一
二
月
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
三
八
巻
一
二

号
一
二
八
七
頁
参
照
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
固
定
資
産
税
は
所
有
と
い
う
事
実
に
担
税
力
を
認
め
て
課
す
る
一
種
の
財
産
税
と

解
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
の
課
税
客
体
た
る
固
定
資
産
自
体
を
処
分
し
て
そ
の
税
負
担
を
ま
か
な
う
こ
と
が
本
来
的
な
も
の
と
し

て
予
定
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
も
、
一
般
に
固
定
資
産
を
基
礎
と
し
て
種
々
の
経
済
的
活

動
が
行
わ
れ
（
直
接
に
生
産
活
動
等
に
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
る
な
ど
し
て
日
々
の
生
産
活
動
等
を
支
え
る

場
合
も
あ
ろ
う
。）、
そ
の
結
果
収
益
が
生
じ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
収
益
を
も

っ
て
税
負
担
を
ま
か
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
す
る
。

　

ま
た
、「
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
が
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
宗
教
法
人
法
三
条
に
規
定
す
る
境
内
地

に
対
し
て
は
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
の
は
、
①
宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及

び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
宗
教
法
人
に
と
っ
て
本
来
的
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
土
地
（
同
条
の
規
定
す
る
境

内
地
）
で
あ
っ
て
、
②
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
、
宗
教
法
人
本
来
の
目
的
で
あ
る
宗
教
活
動
に
専
ら
使
用
さ
れ
る
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も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
上
こ
れ
が
経
済
的
活
動
の
基
礎
と
な
っ
て
収
益
が
生
じ
る
こ
と
を
通
常
期
待
で
き
ず
、
固
定
資
産
税
の
負

担
を
期
待
す
る
こ
と
が
可
能
な
程
度
の
担
税
力
を
実
質
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
を
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
し
た

も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
そ
う
し
た
境
内
地
を
有
す
る
宗
教
法
人
は
こ
れ
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
を
免

れ
、
そ
の
結
果
、
宗
教
活
動
の
基
盤
を
維
持
し
や
す
く
な
っ
て
、
宗
教
法
人
の
布
教
活
動
の
自
由
、
関
係
す
る
信
者
の
信
教
の
自
由

の
保
障
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
同
様
に
、
東
京
地
裁
平
成
二
八
年
五
月
二
四
日
判
タ
一
四
三
四
号
二
〇
一
頁

も
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
が
、「
固
定
資
産
に
つ
い
て
非
課
税
と
し
た
の
は
、
信
教
の
自
由
や
、
宗
教
法
人
の
持
つ
社
会

的
意
義
等
を
考
慮
し
た
ほ
か
、
上
記
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
み
て
担
税
力
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
も
勘
案

し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。」
と
し
て
い
る
。

　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
は
、
宗
教
法
人
の
所
有
す
る
土
地
や
建
物
が
、
宗
教
法
人
本
来
の
目
的
で
あ
る
宗
教
活
動
に
専
ら

使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
収
益
が
生
じ
る
こ
と
が
通
常
期
待
で
き
ず
、
担
税
力
が
な
い
こ
と
か
ら
固
定
資
産
税
を
非
課
税
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。

3　

宗
教
法
人
法
に
お
け
る
「
主
た
る
目
的
」

　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
各
号
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
文
理
解
釈
上
、
困
難
も
少
な
く
な
い
。
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
は

「
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
と
い
う
文
言
を
「
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
お
よ
び
境
内
地
」
に
付
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
お
よ
び
境
内
地
」
を
単
純
に
非
課
税
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
う
ち
の
「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
部
分
の
み
を
非
課
税
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
宗
教
法
人
法
一
条
一
項
は
、「
こ
の
法
律
は
、
宗
教
団
体
が
、
礼
拝
の
施
設
そ
の
他
の
財
産
を
所
有
し
、
こ
れ
を
維
持
運

用
し
、
そ
の
他
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
の
業
務
及
び
事
業
を
運
営
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
宗
教
団
体
に
法
律
上
の
能
力
を
与
え



99

宗教法人の土地の複合的利用と固定資産税の非課税規定の課題

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、「
そ
の
目
的
」
と
い
う
の
は
、「
宗
教
団
体
の
目
的
と
解
す
べ
き
で
、
宗
教
上
の
目

的
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
所
謂
副
目
的
と
も
称
す
べ
き
公
益
事
業
及
び
そ
れ
以
外
の
事
業
を
行
う
こ
と
も
と
も
に
目
的
の
内
容
」）

11
（

と

さ
れ
て
い
る
。
宗
教
団
体
の
主
目
的
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
副
目
的
と
も
称
す
べ
き
公
益
事
業
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
事
業

を
行
う
こ
と
も
目
的
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

次
に
、
宗
教
法
人
法
二
条
は
、「
宗
教
団
体
」
と
は
、「
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
お
よ
び
信
者
を
教
化
育
成

す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
」
団
体
を
い
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
主
た
る
目
的
」
と
は
、「
教
義
を
広
め
る
と
か
儀
式
行

事
を
行
う
と
か
等
は
、
宗
教
団
体
の
宗
教
団
体
た
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
が
、
宗
教
団
体
の
根
本
的
な
第
一
義
的
な

目
的
で
あ
る
。
宗
教
団
体
の
う
ち
に
は
、
こ
の
目
的
の
外
に
公
益
事
業
と
か
公
益
事
業
以
外
の
事
業
と
か
謂
わ
ば
宗
教
団
体
の
本
来

性
に
比
し
附
随
的
な
目
的
の
た
め
に
種
々
の
活
動
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
附
随
的
な
従
た
る
目
的
も
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本

来
の
第
一
義
的
な
目
的
を
宗
教
法
人
法
に
お
い
て
『
主
た
る
目
的
』
と
規
定
し
て
宗
教
団
体
の
目
的
の
明
確
化
を
図
っ
た
の
で
あ

る
。」）

11
（

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

宗
教
法
人
法
三
条
は
「
境
内
地
」
と
は
、
以
下
の
二
号
か
ら
七
号
に
掲
げ
る
よ
う
な
土
地
を
宗
教
法
人
法
二
条
に
規
定
す
る
目
的

の
た
め
に
必
要
な
当
該
宗
教
法
人
に
固
有
の
土
地
と
し
て
い
る
。

二　

前
号
に
掲
げ
る
建
物
又
は
工
作
物
が
存
す
る
一
画
の
土
地
（
立
木
竹
そ
の
他
建
物
及
び
工
作
物
以
外
の
定
着
物
を
含
む
。）

三　

参
道
と
し
て
用
い
ら
れ
る
土
地

四　

宗
教
上
の
儀
式
行
事
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
土
地
（
神
せ
ん
田
、
仏
供
田
、
修
道
耕
牧
地
等
を
含
む
。）

五　

庭
園
、
山
林
そ
の
他
尊
厳
又
は
風
致
を
保
持
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
土
地

六　

歴
史
、
古
記
等
に
よ
っ
て
密
接
な
縁
故
が
あ
る
土
地
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七　

前
各
号
に
掲
げ
る
建
物
、
工
作
物
又
は
土
地
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
土
地

　

そ
し
て
、
上
記
各
号
の
土
地
は
、
宗
教
法
人
法
二
条
に
規
定
す
る
目
的
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
の
主
目
的
に
必
要
な
も
の
で
当

該
宗
教
法
人
に
と
っ
て
固
有
の
も
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
宗
教
法
人
法
二
条
お
よ
び
三
条
に
お
け
る
「
主
た
る
目
的
」
と
は
、
教
義
を
広
め
る
と
か
儀
式
行
事
を
行
う

等
の
宗
教
団
体
の
根
本
的
な
第
一
義
的
な
目
的
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
宗
教
法
人
法
一
条
一
項
は
「
副
目
的
と
も
称
す
べ
き
公
益
事
業
及
び
そ
れ
以
外
の
事
業
」
を
も
宗
教
団
体
の
目
的
に
含

ん
で
い
る
。
現
在
で
も
、
宗
教
法
人
法
一
条
一
項
で
い
う
と
こ
ろ
の
宗
教
団
体
の
目
的
（「
そ
の
目
的
」）
は
、「
宗
教
団
体
の
目
的
と

解
す
べ
き
で
、
宗
教
上
の
目
的
は
云
う
ま
で
も
な
く
所
謂
副
目
的
と
も
称
す
べ
き
公
益
事
業
及
び
そ
れ
以
外
の
事
業
を
行
う
こ
と
も

と
も
に
目
的
の
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」）

11
（

と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
法
人
の
主
た
る
目
的
に
使
用
さ
れ
る
土
地
と
主

た
る
目
的
以
外
の
事
業
に
供
さ
れ
る
土
地
と
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅳ　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
要
件
該
当
性

1　
「
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
の
意
義

　

宗
教
法
人
法
三
条
に
お
け
る
「
主
た
る
目
的
」
と
は
、
教
義
を
広
め
る
と
か
儀
式
行
事
を
行
う
等
の
宗
教
団
体
の
根
本
的
な
第
一

義
的
な
目
的
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
お
よ
び
境
内
地
」
の
意
義
も
ま
た
、
教

義
を
広
め
る
と
か
儀
式
行
事
を
行
う
等
の
宗
教
団
体
の
根
本
的
な
第
一
義
的
な
目
的
の
た
め
に
供
さ
れ
る
境
内
建
物
お
よ
び
境
内
地

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
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東
京
高
裁
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。「
宗
教
法
人
法
が
境
内
地
を
保

護
し
て
い
る
趣
旨
は
、
宗
教
法
人
が
宗
教
法
人
と
し
て
存
立
す
る
上
で
境
内
地
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
、

そ
う
す
る
と
、
同
法
三
条
に
い
う
『
宗
教
法
人
の
…
…
目
的
の
た
め
に
必
要
な
当
該
宗
教
法
人
に
固
有
の
土
地
』
と
は
、
宗
教
の
教

義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
宗
教
法
人
に
と
っ
て
本
来
的
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
土
地
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。」。
そ
し
て
、
宗
教
法
人
法
三
条
に
規
定
す
る
境
内
地
の
要
件
は
「
①
宗
教

の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
宗
教
法
人
に
と
っ
て
本
来
的
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
土
地
の
意
味
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
に
お
い
て
別
途
付
加
さ
れ
た
②
専
ら
そ
の
本
来

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
の
要
件
は
、
宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
宗
教
法
人

の
本
質
的
な
活
動
の
た
め
に
専
ら
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
東
京
高
裁
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
に
よ

り
固
定
資
産
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
「
境
内
建
物
お
よ
び
境
内
地
」
の
意
義
は
、
宗
教
法
人
法
三
条
に
規
定
す
る
「
境
内
建
物

お
よ
び
境
内
地
」
の
要
件
よ
り
も
狭
く
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
ろ
う
。

　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
「
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
①
文
言
を
一
体
と
し
て
解
す
る
考
え
方
と
、

②
「
専
ら
」
と
「
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
と
を
分
け
て
解
す
る
考
え
方
と
が
あ
り
え
る）

11
（

。
①
の
解
釈
に
お
い
て
、「
専
ら
」
と

い
う
文
言
を
独
立
的
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
活
動
の
う
ち
「
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
も
の
を
非
課
税
の
対
象
に

し
、
そ
の
う
ち
の
非
課
税
の
対
象
と
な
る
も
の
を
明
確
化
す
る
た
め
に
「
専
ら
」
と
い
っ
た
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
教
法
人
は
、
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
本
来
の
用
に
供
さ
れ
」
て
い
る
も
の
の
中
に
も

「
専
ら
」
の
要
件
次
第
で
非
課
税
に
該
当
し
な
い
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
②
の
よ
う
に
、「
専
ら
」
の
意
義
を
強
調
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
過
度
に
強
調
す
る
解
釈
（
例
え
ば
、
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「
専
ら
」
を
一
〇
〇
％
の
利
用
割
合
と
考
え
る
等
）
は
非
課
税
制
度
の
存
在
理
由
自
体
を
な
く
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い）

11
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
「
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
上
記
①
の
よ
う
に
、
文
言

を
一
体
と
し
て
解
す
る
考
え
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、「
専
ら
」
の
意
義
、
と
り
わ
け
宗
教
法
人
が
「
主
た

る
目
的
」
に
利
用
す
る
割
合
あ
る
い
は
主
た
る
目
的
以
外
の
事
業
に
利
用
す
る
割
合
が
問
題
と
な
る
。

2　

主
た
る
目
的
以
外
の
事
業
と
「
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」

　

宗
教
法
人
の
主
目
的
に
必
要
な
土
地
で
あ
っ
て
も
、
部
分
的
に
は
、
主
た
る
目
的
以
外
に
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

　

宗
教
法
人
の
本
来
の
活
動
と
い
え
ど
も
、
信
者
を
は
じ
め
生
身
の
人
間
の
関
与
や
参
加
が
当
然
に
予
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
生
身
の
人
間
と
し
て
の
必
要
を
満
た
す
た
め
の
付
随
的
な
諸
施
設
（
自
動
販
売
機
、
公
衆
電
話
機
等
）
の
敷
地
部
分
も
、「
専
ら
そ

の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
と
の
要
件
を
満
た
す
と
言
え
る）

11
）（
11
（

。

　

東
京
地
裁
平
成
二
八
年
五
月
二
四
日
判
タ
一
四
三
四
号
二
〇
一
頁
は
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
は
、
宗
教
法
人
法
三
条
に

規
定
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
に
つ
い
て
、
直
ち
に
固
定
資
産
税
の
非
課
税
対
象
と
せ
ず
に
、
さ
ら
に
、「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ

の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
と
し
、「
同
号
に
お
い
て
、
上
記
の
境
内
建
物
及
び
境
内
地
に
つ

い
て
、
非
課
税
と
す
る
範
囲
を
『
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
』
も
の
に
限
定
し
た
趣
旨
は
、
上
記
の
境
内
建
物
及

び
境
内
地
は
、
宗
教
法
人
の
主
た
る
目
的
の
た
め
に
必
要
で
、
本
来
的
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
宗
教
法

人
は
、
主
た
る
目
的
た
る
宗
教
的
な
活
動
を
行
う
ほ
か
、
公
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
そ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
、

公
益
事
業
以
外
の
事
業
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か
ら
（
宗
教
法
人
法
六
条
一
項
及
び
二
項
）、
上
記
の
境
内
建
物
及
び
境
内
地
が
、

こ
れ
ら
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
勘
案
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（
な
お
、
地
方
税
法
三
四
八
条
三
項
参

照
）。」
と
す
る
。
そ
し
て
、
同
号
に
い
う
「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
と
は
、「
当
該
宗
教
法
人
が
、
当
該
境
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内
建
物
及
び
境
内
地
を
、
専
ら
、
そ
の
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
宗
教
団

体
と
し
て
の
主
た
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
い
、
上
記
の
目
的
以
外
の
目
的
に
よ
る
使
用

が
例
外
的
に
で
は
な
く
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
上
記
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。」（
傍
線
、
筆
者
）

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
の
主
た
る
目
的
以
外
で
の
使
用
の
頻
度
等
に
よ
っ
て
は
非
課
税
と
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

Ⅴ　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
要
件
該
当
性
の
判
断
基
準

1　

外
形
的
、
客
観
的
事
実
関
係
の
重
視

　

固
定
資
産
税
は
、
そ
も
そ
も
財
産
税
の
性
質
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
、
宗
教
法
人
の
内
部
の
活
動
に
干
渉
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

宗
教
法
人
に
対
す
る
信
教
の
自
由
を
妨
げ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
該
当
性

の
判
断
に
あ
た
り
、
外
形
的
、
客
観
的
事
実
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

東
京
高
裁
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
に
規
定
す
る
「
宗
教
法
人
が

専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
」
と
は
、「
①
当
該
宗
教
法
人
に
と
っ
て
、

宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
主
た
る
目
的
の
た
め
に
必
要
な
、
本
来
的
に
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
建
物
、
工
作
物
及
び
土
地
で
、
同
条
各
号
に
列
挙
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
②
当
該
宗
教
法
人
が
、
当

該
境
内
建
物
及
び
境
内
地
を
、
専
ら
、
宗
教
団
体
と
し
て
の
主
た
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
も
の
を

い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
当
該
要
件
該
当
性
の
判
断
は
、
当
該
建
物
及
び
土
地
の
実
際
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
、
一
般
の
社
会
通

念
に
基
づ
い
て
外
形
的
、
客
観
的
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
断
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
東
京
高
裁
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
は
、「
外
形
的
事
実
か
ら
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
宗
教
法
人
内
部
の



10（

法学研究 98 巻 1 号（2025：1）

主
観
的
な
意
図
に
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
と
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
要
件
該
当
性
が
判
断
で
き
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
は
、

固
定
資
産
税
の
賦
課
を
理
由
に
、
市
町
村
及
び
都
が
宗
教
法
人
内
部
の
活
動
に
容
か
い
す
る
余
地
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
、
宗
教

に
対
す
る
圧
迫
、
干
渉
等
と
な
る
な
ど
国
家
と
宗
教
の
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
が
招
来
さ
れ
る
お
そ
れ
が
強
く
、
ひ
い
て
は
信
教
の

自
由
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。」
と
し
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
要
件
該
当
性
の
判
断
は
、「
一
般
の
社
会
通
念
に

基
づ
い
て
外
形
的
、
客
観
的
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、「
対
象
地
の
実
際
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
、
賦
課
期
日
に
加
え
、
賦
課
期
日
以
前
の
状
態
を
も
踏
ま
え
て
認
め
ら

れ
る
外
形
的
、
客
観
的
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
一
般
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
同
号
の
要
件
が
認
め
ら

れ
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」（
傍
線
、
筆

者
）
と
判
示
し
て
い
る
。

2　

物
理
的
な
区
分
と
宗
教
的
儀
式
の
頻
度

　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
該
当
性
の
判
断
に
あ
た
り
、
外
形
的
、
客
観
的
事
実
関
係
が
重
視
さ
れ
る
と
し
て
、
具

体
的
に
は
、
物
理
的
な
区
分
が
重
視
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
東
京
地
判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
三
日
判
例
地
方
自
治
三
七
二
号
一
二

頁
は
、
動
物
供
養
の
土
地
が
固
定
資
産
税
の
非
課
税
に
あ
た
る
か
否
か
、
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
動
物
専
用
墓
地
と
し
て
使

用
し
て
い
る
土
地
（
無
償
で
借
り
受
け
て
い
る
土
地
）
が
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供

す
る
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
」
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
問
題
と
さ
れ
た
土
地
は
、

動
物
を
埋
葬
す
る
た
め
の
専
用
の
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
慰
霊
碑
や
聖
観
音
像
の
あ
る
土
地
の
部
分
と
は
、
植
栽
な
ど
に

よ
り
区
別
さ
れ
て
い
た
。

　

東
京
地
判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
三
日
判
例
地
方
自
治
三
七
二
号
一
二
頁
は
、「
本
件
課
税
土
地
は
、
動
物
を
埋
葬
す
る
た
め
の
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専
用
の
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
慰
霊
碑
や
聖
観
音
像
の
敷
地
と
は
植
栽
な
ど
に
よ
り
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
か
ら
、
本
件
課
税
土
地
を
慰
霊
碑
や
聖
観
音
像
の
敷
地
と
不
可
分
一
体
の
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
課
税
土
地
の
利
用
状
態
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
慰
霊
碑
や
聖
観
音
像
の
敷
地
が
地
方
税
法
三
四
八

条
二
項
三
号
の
『
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
』
に
該
当

す
る
と
し
て
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
判
示
し
て
い
る
（
傍
線
、
筆
者
）。

　

本
判
決
は
、
本
件
課
税
土
地
が
、
慰
霊
碑
や
聖
観
音
像
の
敷
地
と
は
植
栽
な
ど
に
よ
り
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
本
件
課
税
土
地
を

慰
霊
碑
や
聖
観
音
像
の
敷
地
と
不
可
分
一
体
の
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
す
る
が
、
植
栽
な

ど
に
よ
り
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
当
然
に
一
体
的
な
利
用
が
な
い
こ
と
の
証
明
た
り
得
る
の
か）

11
（

と
い
う
見
解
も
あ
る）

11
（

。

　

し
か
し
、
右
記
判
決
は
、「
動
物
の
元
飼
主
か
ら
依
頼
が
あ
る
と
き
に
は
、
僧
侶
資
格
を
有
し
な
い
大
泉
寺
の
職
員
が
動
物
の
遺

体
を
火
葬
又
は
埋
葬
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
際
、
特
に
元
飼
主
か
ら
依
頼
が
あ
る
場
合
に
は
、
大
泉
寺
の
住
職
を
兼
務
す
る
原
告
の
住

職
が
立
ち
会
っ
て
本
件
課
税
土
地
に
お
い
て
読
経
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
回
数
は
年
に
二
回
程
度
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他

の
と
き
に
は
、
大
泉
寺
の
職
員
が
立
ち
会
う
の
み
で
あ
る
こ
と
、
四
十
九
日
や
一
周
忌
等
の
法
要
の
際
に
動
物
の
元
飼
主
か
ら
依
頼

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
本
件
課
税
土
地
に
お
い
て
大
泉
寺
の
住
職
に
よ
る
読
経
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
回
数
は
年
二
〇

回
程
度
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
慰
霊
祭
の
際
に
は
、
慰
霊
碑
の
壇
上
で
住
職
に
よ
る
読
経
が
行
わ
れ
た
後
、
本
件
課
税
土
地
内
の
通
路

部
分
を
僧
侶
が
歩
き
な
が
ら
供
養
を
行
う
が
、
そ
の
回
数
は
年
二
回
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」
と
し
、「
大
泉
寺
が
本
件

課
税
土
地
を
浄
土
宗
の
儀
式
行
事
に
利
用
す
る
の
は
上
記
の
機
会
に
限
ら
れ
、
そ
の
余
の
多
く
の
場
合
に
は
、
本
件
課
税
土
地
は
大

泉
寺
が
行
う
儀
式
行
事
以
外
の
目
的
で
、
専
ら
動
物
の
火
葬
・
埋
葬
を
依
頼
し
た
元
飼
主
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

こ
と
に
な
る
。」
と
判
断
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
僧
侶
資
格
を
有
し
な
い
大
泉
寺
の
職
員
が
埋
葬
の
際
に
念
仏
を
唱
え
た
り
、
動
物

の
元
飼
主
が
墓
前
で
手
を
合
わ
せ
て
動
物
の
冥
福
を
祈
る
こ
と
が
宗
教
法
人
法
二
条
の
儀
式
行
事
に
該
当
す
る
旨
主
張
す
る
が
、
同
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条
の
儀
式
行
事
と
は
、
礼
拝
の
対
象
に
対
す
る
祈
り
や
感
謝
の
た
め
の
当
該
宗
教
の
教
義
及
び
様
式
等
に
従
っ
た
儀
礼
的
な
式
典
で

あ
る
と
解
さ
れ
、
僧
侶
資
格
を
有
し
な
い
一
般
人
が
行
う
上
記
の
行
為
は
、
宗
教
的
な
意
味
を
有
す
る
行
為
と
い
う
こ
と
は
で
き
て

も
、
同
条
の
儀
式
行
事
に
該
当
す
る
と
は
い
え
な
い
」
こ
と
か
ら
、「
本
件
課
税
土
地
は
、
大
泉
寺
に
よ
り
浄
土
宗
の
儀
式
行
事
を

行
う
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
機
会
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
機
会
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
課
税
土

地
が
大
泉
寺
の
儀
式
行
事
と
い
う
そ
の
本
来
の
用
に
専
ら
供
さ
れ
て
い
る
土
地
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
大

泉
寺
が
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
た
め
に
本
件
課
税
土
地
を
利
用
し
て
い
る
事
実
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠

は
な
い
か
ら
、
本
件
課
税
土
地
は
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
『
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
境
内
地
』
に
は

該
当
し
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。」（
傍
線
、
筆
者
）
と
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
理
的
な
土
地
の
利
用
だ
け
で
は
な
く
、
宗

教
的
儀
式
の
頻
度
に
よ
り
、
主
た
る
目
的
で
あ
る
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
信
者
を
強
化
育
成
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
か
ど

う
か
に
よ
っ
て
非
課
税
要
件
該
当
性
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
開
祖
以
来
、
動
物
供
養
を
積
極
的
に
そ
の
宗
教
活
動
の
本
務
の
一
つ
と
し
て
行
っ
て
き
た
宗
教
法
人

Ｘ
（
原
告
、
控
訴
人
）
が
回
向
堂
及
び
供
養
塔
の
一
部
に
動
物
の
遺
骨
を
収
容
保
管
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項

三
号
に
よ
り
、
固
定
資
産
税
等
が
非
課
税
と
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

　

東
京
地
判
平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、「
世
俗
的
な
活
動
と
異
な
る
特
徴
を
ど
の
程
度
持
っ
て
い
る
の

か
と
い
っ
た
点
を
勘
案
し
た
上
で
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
、
当
該
境
内
建
物
が
、
同
号
に
い
う
『
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用

に
供
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
』
に
あ
た
る
か
ど
う
か
を
客
観
的
に
判
断
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。」
と
し
た
う
え
で
、
動
物
の

遺
骨
の
保
管
行
為
を
固
有
の
宗
教
目
的
活
動
と
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
固
有
の
宗
教
目
的
に
供
す
る
部
分
に
は
当
た
ら
ず
、

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
対
象
に
は
該
当
し
な
い
と
判
示
し
た
。

　

し
か
し
、
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
三
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、「
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
に
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い
う
非
課
税
と
さ
れ
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
と
は
、
宗
教
法
人
が
、
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
し
、
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀

式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
宗
教
法
人
の
固
有
の
境
内
建
物
及
境
内
土
地
を
い
う
も
の
と
解

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
該
境
内
建
物
及
び
境
内
地
が
、
同
号
に
い
う
『
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
境
内
建
物
及
び

境
内
土
地
』
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
境
内
建
物
及
び
境
内
地
の
使
用
の
実
態
を
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
客
観
的

に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
、「
控
訴
人
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
開
祖
以
来
動
物
の
供
養
を
行
っ
て
き
た
こ
と
、
控
訴
人
に

お
い
て
動
物
を
供
養
す
る
こ
と
が
世
間
一
般
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
庶
民
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
こ
と
、
控
訴
人
は
、
回
向

堂
及
び
供
養
塔
に
お
い
て
動
物
の
遺
骨
の
安
置
を
す
る
と
と
も
に
、
毎
日
勤
行
で
動
物
の
供
養
を
行
う
ほ
か
、
月
一
回
あ
る
い
は
年

三
回
の
動
物
供
養
の
法
要
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
使
用
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
回
向
堂
及
び

供
養
塔
は
、
本
件
ロ
ッ
カ
ー
部
分
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
敷
地
部
分
も
含
め
て
全
体
が
宗
教
法
人
で
あ
る
控
訴
人
が
専
ら
宗
教
目
的
に

使
用
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
宗
教
活
動
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て

い
る
（
傍
線
、
筆
者
）。

　

こ
の
控
訴
審
も
ま
た
、
固
定
資
産
税
等
の
非
課
税
要
件
該
当
性
の
判
断
と
し
て
、
宗
教
的
儀
式
の
頻
度
を
重
視
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

3　

収
益
に
よ
る
区
分

　

宗
教
法
人
に
固
定
資
産
税
課
税
を
行
う
こ
と
は
、
当
該
資
産
の
実
際
の
利
用
の
態
様
に
注
目
し
て
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該

法
人
が
収
益
事
業
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
、
そ
し
て
収
益
事
業
に
よ
っ
て
一
定
の
所
得
を
得
て
い
る
か
否
か
と
の
関
係
性
は
な
い
。

た
と
え
宗
教
法
人
が
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
一
定
の
所
得
を
得
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
境
内
建
物
お
よ
び
境
内
地
の
宗

教
施
設
の
固
定
資
産
税
該
当
性
と
は
無
関
係
、
と
言
わ
れ
て
い
る）

11
）（
1（
）（
11
）（
11
（

。
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東
京
地
判
令
和
三
年
九
月
二
一
日
判
時
二
五
三
九
号
一
九
頁
は
、「
境
内
建
物
に
該
当
す
る
建
物
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
さ

れ
て
い
る
限
り
は
、
宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
宗
教
法
人
の
目
的
の
た
め
に
供
さ

れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
性
質
上
、
こ
れ
が
経
済
的
活
動
の
基
礎
と
な
っ
て
収
益
が
生
じ
る
こ
と
を
通
常
期
待
で
き
な
い
た
め
、
こ

れ
を
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
収
益
性
の
な
い
こ
と
を
非
課
税
規
定
の
趣
旨
と
解
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
固
定
資
産
税
の
非
課
税
措
置
の
要
件
該
当
性
に
つ
い
て
宗
教
法
人
の
建
物
及
び
土
地
の
実
際
の
使
用
状
況
を
外
形
的
、

客
観
的
に
判
断
す
る
場
合
、
収
益
が
考
慮
要
素
に
な
り
得
る
場
合
が
あ
る
。

　

東
京
高
裁
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
檀
家
以
外
が
支
払
う
施
設
使
用
料
が
目
安
と
な
る
こ
と
が
あ
り

得
る
こ
と
に
着
目
し
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
に
規
定
す
る
「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
の
解
釈
に
あ

た
り
、「
本
件
納
骨
堂
の
使
用
者
は
、
原
告
の
檀
家
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
檀
家
と
し
て
の
寄
付
等
を
求
め

ら
れ
な
い
反
面
、
本
件
建
物
に
お
い
て
原
告
以
外
の
宗
旨
宗
派
の
僧
侶
等
が
主
宰
す
る
法
要
な
ど
の
儀
式
行
事
を
行
う
場
合
、
原
告

に
対
し
て
施
設
使
用
料
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
、
実
際
に
も
、
そ
れ
が
例
外
的
と
は
い
え
な
い
割
合
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら

す
と
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
る
場
所
と
な
る
本
件
非
課
税
対
象
外
部
分
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
ａ
宗
を
宗
派
と
す
る
原
告
が
、

専
ら
、
宗
教
団
体
と
し
て
の
主
た
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
」
と

し
て
い
る
。
ま
た
、「
宗
教
法
人
法
六
条
二
項
は
、
宗
教
法
人
は
、
そ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
、
公
益
事
業
以
外
の
事
業
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お
り
、
宗
教
的
色
彩
の
有
無
と
収
益
事
業
該
当
性
の
有
無
と
は
必
ず
し
も
排
斥
し
合
う
も
の
と
は
い
え
な
い

こ
と
、
施
設
の
客
観
的
性
格
と
そ
こ
で
行
わ
れ
る
活
動
・
事
業
の
性
格
と
を
区
別
し
て
検
討
す
べ
き
場
合
も
あ
る
こ
と
等
か
ら
す
る

と
、
当
該
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
活
動
が
収
益
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
当
該
施
設
で
あ
る
土
地
等
が
地
方
税

法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
土
地
等
に
該
当
す
る
こ
と
を
否
定
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。」
と
判
断
し
て
い
る
。

　

名
古
屋
地
判
平
成
二
五
年
一
一
月
二
七
日W

estLaw
2013W

LJPCA
112（（001

は
、
宗
教
法
人
の
営
む
温
浴
施
設
の
固
定
資
産
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税
の
非
課
税
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
本
判
決
が
「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、

民
間
の
公
衆
浴
場
業
者
が
運
営
す
る
入
浴
施
設
と
の
類
似
性
に
よ
っ
て
の
み
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「
類
似
性

が
、
当
該
固
定
資
産
の
利
用
状
況
や
使
用
目
的
を
検
討
す
る
際
の
判
断
材
料
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
い
わ
ゆ
る
イ
コ
ー
ル
・
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
基
準
を
よ
り
明
確
に
し
た
判
断
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る）

11
（

。
し
か
し
、
固
定
資
産
税

の
非
課
税
要
件
該
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
主
た
る
目
的
と
主
た
る
目
的
以
外
の
区
分
の
基
準
と
し
て
、
収
益
が
考
慮
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
と
さ
れ
た
温
浴
施
設
で
の
使
用
の
頻
度
が
、
い
わ
ゆ
る
民
間
の
温
浴
施
設
の
利
用
と
比
べ
遜
色
な
い
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
非
課
税
に
は
該
当
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4　

法
的
な
意
味
で
の
使
用
状
況

　

大
阪
市
の
主
要
街
路
、
御
堂
筋
と
本
堂
等
の
間
に
本
件
土
地
を
有
し
て
い
る
宗
教
法
人
Ｘ
（
原
告
）
は
、
旧
会
館
を
取
り
壊
し
た

上
で
、
御
堂
筋
か
ら
本
堂
等
へ
の
唯
一
の
参
道
と
し
て
使
用
す
る
た
め
建
物
中
央
部
分
の
一
階
か
ら
三
階
部
分
ま
で
を
空
洞
と
し
た

一
七
階
建
て
の
賃
貸
用
商
業
施
設
（
以
下
、
本
件
建
物
と
い
う
。）
を
建
設
し
た
。
本
件
建
物
の
一
部
は
、
空
洞
と
な
っ
て
お
り
、
御

堂
筋
か
ら
南
御
堂
全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
大
き
さ
に
造
ら
れ
て
い
る
（
空
洞
部
分
の
土
地
を
本
件
対
象
地
と
い
う
。）。
そ
し
て
、

本
件
対
象
地
の
地
表
面
と
、
こ
れ
に
続
く
本
件
対
象
地
と
同
幅
員
の
南
御
堂
に
至
る
土
地
部
分
（
西
側
隣
地
の
中
央
部
）
に
は
、
境

目
な
し
に
、
同
じ
色
調
（
淡
い
色
）
と
形
状
（
長
方
形
）
の
敷
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
本
件
対
象
地
か
ら
南
御
堂
に
続
く
広
々
と
し

た
参
道
に
な
っ
て
い
る
（「
本
件
参
道
空
間
」
と
い
う
。）。
本
件
参
道
空
間
の
南
北
壁
面
に
は
本
件
建
物
へ
の
出
入
口
が
な
い
た
め
、

本
件
参
道
空
間
は
、
南
御
堂
に
参
拝
す
る
た
め
の
参
道
と
し
て
し
か
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
南
御
堂
に
参
拝
す
る
た
め
の
唯
一

の
参
道
と
な
っ
て
い
る
。
本
件
対
象
地
に
は
、
そ
の
上
に
本
件
建
物
の
四
階
か
ら
一
七
階
ま
で
が
存
在
す
る
部
分
と
本
件
建
物
が
存

在
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
本
件
土
地
の
う
ち
参
道
部
分
（
本
件
対
象
地
）
の
固
定
資
産
税
が
非
課
税
と
な
る
「
境
内
地
」
で
あ
る
か
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否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

　

大
阪
地
判
令
和
四
年
一
一
月
一
七
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
南
御
堂
参
道
事
件
）
は
、「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供

す
る
」
か
否
か
の
判
断
は
、
当
該
宗
教
法
人
の
主
観
的
な
意
図
等
で
は
な
く
、
賦
課
期
日
時
点
の
当
該
境
内
地
等
の
実
際
の
使
用
状

況
等
の
客
観
的
な
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
客
観
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
上
記
判
断
の
基
礎
と
な
る
客
観

的
な
事
実
関
係
に
は
、
外
形
的
な
使
用
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
法
的
な
意
味
で
の
使
用
状
況
、
す
な
わ
ち
土
地
や
建
物
の
使
用
権
に

係
る
契
約
の
有
無
及
び
内
容
等
も
含
ま
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
傍
線
、
筆
者
）
と
判
示
し
、
本
件
対
象
地
は
参
道
と
し
て

「
境
内
地
」
に
当
た
る
が
、
本
件
対
象
地
は
参
道
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
Ｘ
の
収
益
事
業
た
る
不
動
産
賃
貸
業
の
た
め
に
恒
常
的

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
も
の
に
は
当
た
ら
ず
、
本
件
対
象
地
を
上
空
に
建
物
が
存

在
し
な
い
部
分
と
存
在
す
る
部
分
に
分
け
、
存
在
し
な
い
部
分
及
び
存
在
す
る
部
分
の
一
七
分
の
三
（
一
七
階
建
て
建
物
床
面
積
の
一

階
か
ら
三
階
の
空
洞
部
分
）
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
は
、
建
物
が
存
在
し
な
い
部
分
と
存
在
す
る
部
分
が
全
体
と
し
て
賃
貸
さ
れ
て

い
る
た
め
認
め
ら
れ
な
い
、
と
判
示
し
た
。

　

本
判
決
は
、「
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
の
意
義
を
判
断
す
る
上
で
、「
外
形
的
な
使
用
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
法
的
な
意

味
で
の
使
用
状
況
、
す
な
わ
ち
土
地
や
建
物
の
使
用
権
に
係
る
契
約
の
有
無
及
び
内
容
等
も
含
ま
れ
る
」
と
判
示
し
た
点
が
重
要
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
固
定
資
産
税
の
非
課
税
要
件
該
当
性
を
判
断
す
る
際
に
主
た
る
目
的
と
主
た
る
目
的
以
外
の
目
的
と

の
区
分
を
判
断
す
る
た
め
の
一
要
素
と
し
て
、
収
益
が
考
慮
さ
れ
て
き
た
。
収
益
の
背
景
に
は
、
当
然
、
何
か
し
ら
の
契
約
が
存
在

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
明
示
し
た
点
に
先
例
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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Ⅵ　

土
地
の
複
合
的
利
用
と
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
非
課
税
要
件
該
当
性

1　
「
境
内
建
物
等
」
が
複
数
階
に
わ
た
る
場
合

　

納
骨
堂
等
（
地
上
五
階
、
地
下
一
階
の
建
物
、
以
下
、
本
件
建
物
と
い
う
。）
を
所
有
す
る
宗
教
法
人
Ｘ
（
原
告
）
は
、
本
来
の
宗
教

法
人
の
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
公
益
事
業
と
し
て
霊
園
事
業
お
よ
び
納
骨
堂
事
業
を
行
う
こ
と
を
そ
の
目
的
に
加
え
た
。
宗

教
法
人
が
営
む
公
益
事
業
そ
の
他
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
等
（
納
骨
堂
等
）
が
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
に
お
け
る

「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」「
境
内
建
物
等
」
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

　

東
京
地
判
平
成
二
八
年
五
月
二
四
日
判
タ
一
四
三
四
号
二
〇
一
頁
は
、「
当
該
宗
教
法
人
が
、
当
該
境
内
建
物
及
び
境
内
地
を
、

専
ら
、
そ
の
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
宗
教
団
体
と
し
て
の
主
た
る
目
的

を
実
現
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
い
、
上
記
の
目
的
以
外
の
目
的
に
よ
る
使
用
が
例
外
的
に
で
は
な
く
行

わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
上
記
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。」
と
す
る
。
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号

に
規
定
す
る
「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
」
と
は
、

「
①
当
該
宗
教
法
人
に
と
っ
て
、
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
主
た
る
目
的
の
た

め
に
必
要
な
、
本
来
的
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
建
物
、
工
作
物
及
び
土
地
で
、
同
条
各
号
に
列
挙
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
②
当
該
宗
教
法
人
が
、
当
該
境
内
建
物
及
び
境
内
地
を
、
専
ら
、
宗
教
団
体
と
し
て
の
主
た
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
使

用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
当
該
要
件
該
当
性
の
判
断
は
、
当
該
建
物
及
び
土
地
の
実
際
の
使
用

状
況
に
つ
い
て
、
一
般
の
社
会
通
念
に
基
づ
い
て
外
形
的
、
客
観
的
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

　

そ
し
て
、
納
骨
堂
事
業
に
お
い
て
、「
本
件
納
骨
堂
の
使
用
権
は
、
宗
旨
宗
派
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
原
告
の
檀
家
と
な
る
こ
と
な

く
、
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
使
用
権
を
取
得
し
た
者
は
、
地
下
一
階
及
び
三
階
の
納
骨
庫
部
分
に
保
管
さ
れ
た
遺
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骨
収
蔵
厨
子
を
本
件
建
物
の
二
階
参
拝
室
部
分
及
び
三
階
参
拝
室
部
分
を
使
用
し
て
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
一
定
の
施
設

使
用
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
三
階
副
本
堂
部
分
等
を
使
用
し
て
、
原
告
以
外
の
宗
旨
宗
派
の
僧
侶
等
が
法
要
等
の
宗
教
的
儀
式

を
執
り
行
う
こ
と
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
本
件
建
物
の
四
階
客
殿
部
分
は
、
法
要
前
の
待
合
、
会
食
、
僧
侶
控
室
、

セ
ミ
ナ
ー
、
参
拝
後
の
休
憩
・
雑
談
の
場
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
階
の
パ
ン
ト
リ
ー
や
ダ
ム
ウ
ェ
イ
タ
ー
の

部
分
は
飲
食
物
の
配
膳
や
運
搬
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
踏
ま
え
、「
上
記
の
各
部
分
（
本
件
非
課
税
対
象
外
部

分
）
使
用
状
況
を
、
一
般
の
社
会
通
念
に
基
づ
い
て
外
形
的
、
客
観
的
に
み
る
と
、
原
告
は
、
本
件
非
課
税
対
象
外
部
分
に
つ
き
、

曹
洞
宗
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
主
た
る
目
的
の
た
め
に
使
用
し
て
い
な
い
と
は
い

え
な
い
が
、
当
該
目
的
の
た
め
に
必
要
な
、
本
来
的
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
建
物
の
一
部
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
に
は
や
や
困

難
が
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
評
価
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
納
骨
堂
の
使
用
者
に
つ
い
て
は
宗
旨
宗
派
を
問
わ
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
本
件
建
物
に
お
い
て
は
、
原
告
以
外
の
宗
旨
宗
派
の
僧
侶
等
が
主
宰
す
る
法
要
な
ど
の
儀
式
行
事

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
使
用
者
は
原
告
に
対
し
て
施
設
使
用
料
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
、
実
際
に
も
、
そ
れ

が
例
外
的
と
は
い
え
な
い
割
合
で
行
わ
れ
て
お
り
、
原
告
は
、
上
記
の
よ
う
な
使
用
者
を
訴
外
会
社
を
通
じ
て
広
く
募
集
し
て
い
る

こ
と
に
照
ら
す
と
、
原
告
が
、
上
記
の
各
部
分
（
本
件
非
課
税
対
象
外
部
分
）
を
、
専
ら
、
宗
教
団
体
と
し
て
の
主
た
る
目
的
を
実

現
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
判
断
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、
本
件
建
物
の
各
階
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
、
納
骨
堂
等
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
事
実
認
定
を
行
っ

た
上
で
、
本
件
建
物
が
、
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
と
い
う
主
た
る
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
る

か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
さ
ら
に
、
建
物
の
利
用
状
況
を
判
断
し
、「
宗
教
団
体
と
し
て
の
主
た
る
目
的
以
外
の
目
的
に
よ
る
使
用

が
例
外
的
に
で
は
な
く
行
わ
れ
て
い
る
場
合
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
非
課
税
要
件
該
当
性
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
件
土

地
に
つ
い
て
は
、
本
件
建
物
の
非
課
税
床
部
分
と
課
税
床
面
積
と
の
割
合
で
按
分
し
た
課
税
処
分
を
容
認
し
て
い
る
。
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2　

建
物
の
利
用
が
複
数
階
に
分
か
れ
、
空
洞
部
分
が
あ
る
場
合

　

大
阪
高
裁
令
和
五
年
六
月
二
九
日
判
タ
一
五
一
五
号
三
〇
頁
（
原
審
、
大
阪
地
判
令
和
四
年
一
一
月
一
七
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

は
、
原
審
と
は
異
な
り
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
参
道
部
分
の
土
地
に
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
適
用
を
認
め
た
。

　

土
地
の
用
途
の
認
定
に
つ
い
て
、「
土
地
に
つ
い
て
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
の
適
用
の
可
否
を
検
討
す
る
に
は
土
地
の
用
途
が

何
で
あ
る
か
を
認
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
土
地
の
所
有
権
は
地
盤
と
地
上
空
間
を
支
配
す
る
権
能
で
あ
っ
て
、
土
地
の
用
途
は
、

そ
の
地
上
空
間
（
又
は
地
下
地
盤
）
が
ど
の
よ
う
な
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
地
上
空
間
に
建
物

が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
用
途
は
建
物
の
用
途
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。」
と
し
、「
土
地
所
有
権
が
及
ぶ
地
上

空
間
に
、
本
件
建
物
が
存
在
す
る
空
間
と
存
在
し
な
い
空
間
が
あ
り
、
前
者
は
課
税
用
途
（
商
業
施
設
）
に
供
さ
れ
、
後
者
は
非
課

税
用
途
（
宗
教
施
設
）
に
供
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
」、「
複
数
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と

し
て
い
る
。

　

原
審
で
あ
る
大
阪
地
判
令
和
四
年
一
一
月
一
七
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、
法
的
な
意
味
で
の
土
地
の
使
用
状
況
に
よ
り
非
課

税
の
要
件
を
判
断
す
る
と
判
示
し
て
お
り
、
本
判
決
も
同
様
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
参
道
空

間
と
本
件
借
地
契
約
の
関
係
に
つ
い
て
、「
土
地
所
有
権
の
及
ぶ
範
囲
の
う
ち
、
一
定
範
囲
の
地
下
や
一
定
範
囲
の
地
上
に
限
定
し

た
範
囲
を
目
的
と
し
て
物
権
を
設
定
し
た
り
、
賃
借
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
法
律
上
も
許
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
も
、
鉄
道
会
社
が

所
有
す
る
高
架
軌
道
下
の
土
地
に
つ
い
て
、
地
盤
面
と
そ
の
上
部
の
高
架
軌
道
ま
で
の
空
間
を
目
的
と
し
て
賃
借
権
が
設
定
さ
れ
る

例
は
稀
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
敷
地
は
、
立
体
的
に
み
れ
ば
、
土
地
所
有
権
の
及
ぶ
範
囲
の
う
ち
下
部
空
間
が
建
物
存
続
の

た
め
、
上
部
空
間
が
高
架
軌
道
存
続
の
た
め
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
借
地
人
が
支
払
う
賃
料
は
当
該
下
部
空
間
の
使
用
収

益
の
対
価
と
し
て
授
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。」
と
し
た
上
で
、
立
体
的
に
み
た
場
合
に
は
「
賃
貸
さ
れ
て
い
る
の
は
、
六
八

番
土
地
の
所
有
権
が
及
ぶ
範
囲
の
う
ち
、
本
件
参
道
空
間
を
除
く
部
分
だ
け
で
あ
り
、
本
件
参
道
空
間
は
賃
貸
さ
れ
て
い
な
い
と
い
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う
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
断
し
て
い
る
。

　

本
件
土
地
の
上
に
は
、「
課
税
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
空
間
（
本
件
建
物
が
存
在
す
る
空
間
）
と
非
課
税
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
空

間
（
宗
教
施
設
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
本
件
参
道
空
間
）
が
混
在
し
て
お
り
、
か
つ
、
後
者
の
空
間
に
つ
い
て
賃
料
は
授
受
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」
と
し
て
、「
土
地
上
に
課
税
用
途
と
非
課
税
用
途
に
明
確
に
区
分
さ
れ
た
建
物
が
存
在
す
る
場
合
と

非
常
に
良
く
似
た
状
態
で
あ
る
か
ら
」、「
非
課
税
用
途
（
宗
教
施
設
）
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
に
賦
課
さ
れ
た
固
定
資
産
税
等
の
計

算
は
、
土
地
上
に
課
税
用
途
と
非
課
税
用
途
に
明
確
に
区
分
さ
れ
た
建
物
が
存
在
す
る
場
合
と
同
様
に
行
う
の
が
相
当
で
あ
る
。」

と
判
示
し
た
。

　

本
判
決
は
、
原
審
と
異
な
り
、
固
定
資
産
税
の
非
課
税
要
件
適
用
可
否
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
、
土
地
の
用
途
は
土
地
の
地
上

空
間
（
又
は
地
下
地
盤
）
の
用
途
に
よ
る
と
し
、
立
体
的
に
見
た
上
で
、「
本
件
参
道
空
間
は
賃
貸
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
」
と
し
て
、
非
課
税
該
当
性
を
肯
定
し
た
。
本
件
建
物
の
容
積
率
面
積
の
う
ち
、
非
課
税
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
本
件
参
道
空

間
の
容
積
率
面
積
は
、
非
課
税
用
途
（
宗
教
施
設
）
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
に
按
分
し
た
部
分
と
さ
れ
た
。

　

法
的
な
意
味
で
の
土
地
の
使
用
状
況
に
よ
り
非
課
税
の
要
件
を
判
断
す
る
こ
と
に
は
、
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
私
法
上
の

契
約
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る）

11
（

。
も
っ
と
も
、
契
約
に
よ
り
収
益
を
除
外
す
る
こ
と
で
担
税
力
の
喪
失
を
創
出
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
た
め
、
問
題
が
な
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ⅶ　

ま
と
め
―
―
宗
教
法
人
の
土
地
の
複
合
的
利
用
と
非
課
税
規
定
の
課
題

　

固
定
資
産
税
は
財
産
税
で
あ
り
、
収
益
は
課
税
と
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
非
課
税
要
件
該
当
性
を
考
慮
す
る
に

あ
た
り
、
法
的
な
観
点
も
重
要
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
収
益
や
契
約
も
考
慮
要
素
と
な
り
得
る
。
と
り
わ
け
複
合
的
な
建
物
の
場
合
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は
、
物
理
的
な
利
用
状
況
に
と
ど
ま
ら
ず
賃
貸
借
契
約
の
状
況
も
ま
た
、
事
実
認
定
に
と
っ
て
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
固
定
資
産

税
の
非
課
税
要
件
該
当
性
の
判
断
自
体
に
は
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
契
約
に
よ
り
恣
意
的
に
非
課
税
部
分
を
創
出
す
る

こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。

　

都
市
建
造
物
の
立
体
化
・
多
様
化
は
今
後
も
増
え
る
傾
向
に
あ
り
、
大
阪
高
裁
令
和
五
年
六
月
二
九
日
判
タ
一
五
一
五
号
三
〇
頁

の
射
程
は
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
の
非
課
税
規
定
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
不
動
産
取
得
税
等
の
非
課
税
の
判
断
に
も
及
ぶ
と

考
え
ら
れ
る）

11
（

。

　

固
定
資
産
税
の
非
課
税
用
途
部
分
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
地
方
税
法
に
は
特
段
の
規
定
が
な
い
た
め
、
土
地
を
立
体
的
に
捉
え
る

な
ら
ば
容
積
率
で
は
な
く
、
実
際
の
床
面
積
で
按
分
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
非
課
税
規
定
は
全
国
一
律
に
適
用
さ
れ
る
が
、
地

方
税
法
に
は
複
合
的
に
利
用
さ
れ
た
土
地
を
非
課
税
用
途
部
分
と
課
税
用
途
部
分
に
区
分
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
按
分
規
定

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う）

11
（

。

（
1
）　

金
子
宏
『
租
税
法　

第
二
十
四
版
』
七
八
二
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
二
一
）。

（
2
）　

前
田
高
志
「
固
定
資
産
税
の
減
免
措
置
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
経
済
学
論
究
六
六
巻
三
号
六
五
頁
（
二
〇
一
二
）。

（
3
）　

板
橋
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・
佐
藤
英
明
「
固
定
資
産
税
に
お
け
る
宗
教
施
設
に
対
す
る
非
課
税
の
要
件
に
関
す
る
一
考
察

―
―
裁
判
例
か
ら
読
み
解
く
そ
の
現
在
地
―
―
」
東
京
税
務
レ
ポ
ー
ト
五
三
九
号
五
〇
―
五
八
頁
（
二
〇
二
四
）。
田
中
治
＝
清
水
誠

吾
・
Ｔ
Ｋ
Ｃ
税
研
情
報
三
三
巻
三
号
一
六
頁
（
二
〇
二
四
）。
鹿
田
良
美
「
固
定
資
産
税
の
非
課
税
規
定
に
関
す
る
一
考
察
」
三
木
義
一

先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代
税
法
と
納
税
者
の
権
利
：
三
木
義
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
一
三
六
―
二
〇
七
頁
（
法

律
文
化
社
、
二
〇
二
〇
）。

（
（
）　

金
子
、
前
掲
注（
1
）、
九
九
頁
。
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（
5
）　

同
右
、
九
八
頁
、
脚
注
1
参
照
。

（
（
）　

前
田
、
前
掲
注（
2
）、
六
五
頁
。

（
（
）　

東
京
地
判
平
成
二
年
一
二
月
二
〇
日
判
時
一
三
七
五
号
五
九
頁
。
前
橋
地
判
平
成
八
年
九
月
一
〇
日
判
タ
九
三
七
号
一
二
九
頁
。

（
8
）　

金
子
、
前
掲
注（
1
）、
九
八
頁
。

（
9
）　

前
田
高
志
「
課
税
自
主
権
と
地
方
税
の
減
免
」
経
済
学
論
究
第
六
四
巻
第
三
号
一
一
四
頁
（
二
〇
一
〇
）。
前
田
、
前
掲
注（
2
）、

六
五
頁
。

（
10
）　

非
課
税
と
な
る
固
定
資
産
の
種
類
は
⑴
「
直
接
」
型
、
⑵
「
専
ら
」
型
、
⑶
無
限
定
型
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
。
伊
川
正
樹
「
固
定
資
産
税
の
非
課
税
規
定
の
解
釈
」
立
命
館
法
学
三
九
三
・
三
九
四
号
一
九
―
二
〇
頁
（
二
〇
二
〇
）。

（
11
）　

同
右
、
二
一
―
二
三
頁
。

（
12
）　

福
岡
地
判
昭
和
五
五
年
六
月
五
日
判
時
九
六
六
号
三
頁
。
藤
谷
武
史
「
地
方
税
法
上
の
非
課
税
措
置
と
自
主
財
政
権
」
小
幡
純
子
、

齋
藤
誠
、
飯
島
淳
子
編
『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕』
一
八
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
二
三
）。

（
13
）　

金
子
、
前
掲
注（
1
）、
七
八
二
頁
。

（
1（
）　

樋
口
陽
一
ほ
か
『
注
解
法
律
学
全
集
1
憲
法
Ⅰ
』
三
九
六
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
四
）。

（
15
）　

地
方
自
治
体
の
議
会
は
、
公
益
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
意
見
書
を
国
会
も
し
く
は
関
係
行
政
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
地

方
自
治
法
九
九
条
）。
川
崎
市
議
会
議
員
「
公
平
な
税
制
の
観
点
か
ら
宗
教
法
人
へ
の
税
制
優
遇
の
見
直
し
を
国
に
求
め
る
意
見
書
案
の

提
出
に
つ
い
て
」
意
見
書
案
第
一
三
号
（
二
〇
二
四
）（https://w

w
w

.city.kaw
asaki.jp/980/cm

sfiles/contents/00001（（/ 
1 （（（8（/ikensyo13gou.pdf　

最
終
閲
覧
日
二
〇
二
四
年
一
〇
月
一
一
日
）。
同
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
川
崎
市
議
会
に
て
否
決
さ
れ
た
。

（
1（
）　

金
子
、
前
掲
注（
1
）、
一
五
頁
。

（
1（
）　

占
部
裕
典
監
修
・
全
国
婦
人
税
理
士
連
盟
編
『
固
定
資
産
税
の
現
状
と
課
題
』
一
五
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
九
）。

（
18
）　

高
村
利
世
子
「
固
定
資
産
税
の
現
状
と
理
論
」
前
掲
注（
1（
）、
八
頁
参
照
。

（
19
）　

北
野
弘
久
編
『
現
代
税
法
講
義
（
五
訂
版
）』
二
一
八
頁
〔
田
中
治
執
筆
〕（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
）。

（
20
）　

北
野
弘
久
『
税
法
学
原
論
（
第
六
版
）』
四
六
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
七
）。

（
21
）　

渡
辺
功
「
固
定
資
産
税
の
当
面
の
諸
問
題
」『
地
方
税
の
諸
問
題
』　

租
税
法
研
究
第
七
号
五
九
―
六
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
）。
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（
22
）　

周
知
の
よ
う
に
固
定
資
産
税
に
お
い
て
は
、
台
帳
課
税
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　

市
町
村
長
は
、
前
年
度
に
非
課
税
規
定
の
適
用
を
受
け
た
固
定
資
産
で
、
新
た
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
が
あ
る

場
合
に
は
、
課
税
台
帳
へ
の
価
格
等
の
登
録
後
遅
滞
な
く
納
税
義
務
者
に
通
知
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
方
税
法
三
四

八
条
一
〇
項
）。

（
2（
）　

大
石
眞
「
国
有
境
内
地
処
分
問
題
の
憲
法
史
的
展
望
」
宗
教
法
学
会
誌
三
一
号
一
六
七
―
一
九
〇
頁
（
二
〇
一
二
）。

（
25
）　

水
野
忠
恒
『
大
系
租
税
法
〔
第
（
版
〕』
一
一
六
七
―
一
一
六
八
頁
（
中
央
経
済
社
、
二
〇
二
三
）。

（
2（
）　

北
野
弘
久
『
税
法
問
題
事
例
研
究
』
三
七
八
頁
（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
）。
宗
教
は
、
人
々
の
「
精
神
生
活
の
豊
か
さ
」、「
心
の

平
安
」
の
確
保
な
ど
の
高
度
の
公
共
性
・
公
益
性
の
機
能
を
担
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
人
々
の
精
神
生
活
の
領
域
に
は
原
則
と
し
て
徴
税

権
力
が
介
入
し
な
い
こ
と
と
し
た
ほ
う
が
良
い
。
こ
の
点
を
含
め
て
、
本
来
、
宗
教
と
い
う
も
の
の
持
つ
と
こ
ろ
の
公
共
性
・
公
益
性
か

ら
非
課
税
と
さ
れ
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
2（
）　

田
中
治
「
宗
教
法
人
に
対
す
る
固
定
資
産
税
非
課
税
措
置
を
め
ぐ
る
紛
争
例
」
近
畿
大
学
法
学
六
五
巻
三
・
四
号
一
八
五
―
二
一
二

頁
（
二
〇
一
八
）。

（
28
）　

篠
原
義
雄
『
宗
教
法
人
法
の
解
説
』
二
七
頁
（
中
央
法
規
出
版
、
一
九
五
一
）。

（
29
）　

同
右
、
二
七
―
二
八
頁
。

（
30
）　

篠
原
、
前
掲
注（
28
）、
三
三
―
三
四
頁
。

（
31
）　

篠
原
、
前
掲
注（
28
）、
三
六
頁
。

（
32
）　

渡
部
蓊
『
逐
条
解
説
宗
教
法
人
法
（
第
（
次
改
訂
版
）』
二
七
頁
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
九
）。

（
33
）　

安
室
榮
・
剣
持
宏
「
実
務
者
対
談
！　

宗
教
法
人
の
固
定
資
産
税
課
税
」
税
七
八
巻
一
号
三
一
頁
（
二
〇
二
三
）。

（
3（
）　

同
右
、
三
三
頁
。

（
35
）　

田
中
、
前
掲
注（
2（
）、
一
八
五
頁
。

（
3（
）　

櫻
井
圀
郎
「
資
産
税
課
税
目
的
に
よ
る
宗
教
性
判
断
の
是
非
―
―
回
向
院
動
物
供
養
施
設
課
税
処
分
取
消
訴
訟
控
訴
審
判
決
」
宗
教

法
二
八
号
一
二
頁
（
二
〇
〇
九
）。

（
3（
）　

鳥
飼
貴
司
「
批
判
」
税
務
事
例
四
五
巻
四
号
一
八
頁
（
二
〇
一
三
）。
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（
38
）　

田
中
・
前
掲
注（
2（
）一
九
九
―
二
〇
四
頁
。

（
39
）　

田
中
治
「
宗
教
法
人
の
ペ
ッ
ト
葬
祭
業
の
収
益
事
業
該
当
性
」
税
務
事
例
四
三
巻
五
号
四
八
頁
（
二
〇
一
一
）。

（
（0
）　

田
中
・
前
掲
注（
2（
）、
一
九
一
―
一
九
二
頁
。

（
（1
）　

法
人
税
法
上
、
収
益
事
業
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ッ
ト
葬
祭
業
事
件
に
お
い
て
、
最
判
平
成
二
〇
年
九
月
一

二
日
判
時
二
〇
二
二
号
一
一
頁
は
、「
宗
教
法
人
の
行
う
上
記
の
よ
う
な
形
態
を
有
す
る
事
業
が
法
人
税
法
施
行
令
五
条
一
項
一
〇
号
の

請
負
業
等
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
事
業
に
伴
う
財
貨
の
移
転
が
役
務
等
の
対
価
の
支
払
と
し
て
行
わ
れ
る
性
質
の
も
の
か
、

そ
れ
と
も
役
務
等
の
対
価
で
な
く
喜
捨
等
の
性
格
を
有
す
る
も
の
か
、
ま
た
、
当
該
事
業
が
宗
教
法
人
以
外
の
法
人
の
一
般
的
に
行
う
事

業
と
競
合
す
る
も
の
か
否
か
等
の
観
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
該
事
業
の
目
的
、
内
容
、
態
様
等
の
諸
事
情
を
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
総

合
的
に
検
討
し
て
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
た
。

（
（2
）　

地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
の
「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
の
要
件
に
つ
い
て
、
法
人
税
法
に
関
し
て
収
益

事
業
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
業
が
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
と
し
て
も
、
直
ち
に
固
定
資
産
税
等
に
関
す
る
非
課
税
措
置
の
対
象
と
な
ら

な
い
と
は
い
え
な
い
と
す
る
も
の
に
、
最
判
平
成
二
〇
年
九
月
一
二
日
判
タ
一
二
八
一
号
一
六
五
頁
以
下
。

（
（3
）　

西
山
由
美
「
宗
教
法
人
の
『
沐
浴
道
場
』
と
固
定
資
産
税
～
名
古
屋
地
裁
平
成
二
五
年
一
一
月
二
七
日
判
決
～
」
Ｗ
Ｌ
Ｊ
判
例
コ
ラ

ム
二
一
号
（
二
〇
二
四
）。

（
（（
）　

向
笠
太
郎
「
租
税
分
野
に
お
け
る
私
法
関
係
（
契
約
関
係
）
の
重
要
性
―
―
南
御
堂
参
道
事
件
を
題
材
に
―
―
」T

＆A
 m

aster

一
〇
二
六
号
一
一
頁
（
二
〇
二
四
）。
片
山
直
子
「
南
御
堂
へ
の
参
道
空
間
が
非
課
税
固
定
資
産
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
例
」
Ｔ

Ｋ
Ｃ
ロ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
新
・
判
例
解
説W

atch
租
税
法
一
八
八
（
二
〇
二
四
）。

（
（5
）　

南
御
堂
事
件
の
場
合
、
Ｘ
が
土
地
を
賃
貸
し
た
も
の
の
参
道
を
空
洞
で
残
す
形
で
建
物
が
建
て
ら
れ
た
点
で
か
な
り
特
殊
で
あ
り
、

控
訴
審
判
決
の
直
接
的
影
響
は
限
定
的
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
髙
橋
祐
介
「
山
門
一
体
型
建
物
下
に
あ
る
参
道
の
非
課
税
境
内
地

該
当
性
―
―
南
御
堂
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
九
二
号
一
一
頁
（
二
〇
二
三
）。

（
（（
）　

同
右
。

（
（（
）　

渋
谷
雅
弘
「
複
合
的
な
用
途
・
構
造
の
不
動
産
と
固
定
資
産
税
」
税
務
事
例
研
究
二
〇
一
号
四
二
頁
（
二
〇
二
四
）。


